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東京ガス株式会社 

（J-1） 

ガス料金改定に伴うご契約内容変更のお知らせ 

（蒸気ボイラーパッケージ契約 東京地区等） 

 

平素より、東京ガスをご利用いただき誠にありがとうございます。 

当社の東京地区等においては、2015 年 12 月のガス料金改定以降、料金体系を据え置き、ガス事業を運営してまいりまし

た。前回の改定後、省エネ進展等によるガス使用量の減少、物価高騰に伴うコストの上昇、さらに 2025 年 4 月の一般ガス導

管事業者による託送料金値上げ等があり、コスト構造やガス使用量見通し等は大きく変化している状況です。 

今般、こうした環境変化を料金に反映し、持続的に事業を運営していくため、2026 年 10 月より料金改定いたします。 

変更点が多岐にわたるため、お客さまにはご不便をおかけすることとなり、誠に恐縮に存じます。今後も一層の経営効率化を推

進し、ガスの安定供給とサービス品質の向上に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、本変更に伴うお客さまご自身でのお手続きは不要です。 

  

【主な見直し内容】 

① ガス料金の見直し 

＜原料費調整制度における算定式の変更＞ 

 今後の LNG・LPG 調達見通しを踏まえ、原料費調整制度*の平均原料価格の算定式を見直しいたします。あわ

せて調整上限を廃止いたします。 

 変更前 変更後 

平均原料価格の 

算定式 

平均原料価格 

＝トンあたり LNG 平均価格×0.9479 

+トンあたり LPG 平均価格×0.0546 

平均原料価格 

＝トンあたり LNG 平均価格×0.9088 

  +トンあたり LPG 平均価格×0.0987 

*原料価格は、為替レートや原料価格の動きによって変動します。原料費調整制度とは、こうした外生的要因による原料費の変動を、単位

料金に反映する制度です。詳細は、当社ホームページ「原料費調整制度とは」をご確認ください。 

 

＜基準平均原料価格の変更とそれに伴う基準単位料金の変動＞ 

 2025 年 11 月～2026 年１月の貿易統計の原料価格に基づき、基準平均原料価格および基準単位料金を変

更いたします。 

 基準平均原料価格の変更に伴う基準単位料金の変更については、2026 年 4 月検針分の調整額*1 と同じ水準

となるように、変更いたします。後述の料金表に当該変更額は含みます。 

 変更前 変更後 

基準平均原料価格（A） 57,250 円/トン 

（原料価格算定期間： 

2015 年 6~8 月） 

86,100 円/トン 

（原料価格算定期間： 

2025 年 11 月～2026 年 1 月） 

基準単位料金（B） 現行の基準単位料金 現行の基準単位料金 

＋25.48 円/m3 
*2

 

例） 

2026 年 4 月

2025 年 11 月～

2026 年 1 月の 

85,890 円/トン 

=85,940 円×0.9479 

86,100 円/トン 

＝85,940 円×0.9088 
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検針分の 

調整単位料金

を変更前後で比

較した場合 

平均原料価格（C） +81,040 円×0.0546 +81,040 円×0.0987
 

原料価格変動額 

（C-A） 

28,600 円/トン 

＝85,890 円-57,250 円 

0 円/トン 

＝86,100 円-86,100 円 

調整額（D） ＋25.48 円/m3 0 円/m3 

調整単位料金 

（B＋D） 

現行の基準単位料金 

＋25.48 円/m3 

現行の基準単位料金 

＋25.48 円/m3  

*1 原料費調整制度に基づき算定した、基準単位料金からの各月の変動額（円/m3）をいいます。 

*2＋25.48 円は基準平均原料価格の変更のみに起因する変更額となります。改定後の料金詳細は後述の料金表をご確認ください。 

 

＜料金表の変更＞ 

 下記の通り、料金表を見直しいたします。 

 基本料金について、流量基本料金を廃止し、定額基本料金のみといたします。 

 また、一般ガス導管事業者の小売託送供給約款の料金引き上げ（0.02 円/ m3）に伴い基準単位料金を変

更いたします。*1 

 （参考）変更前（税込） 変更後（税込） 

その他期 冬期 その他期 冬期 

定額基本料金(円・月) 2,640.00 5,998.30 

流量基本料金単価(1m3/h につき円・月) 967.49  廃止 

単位料金(円/m3)
 *2

 100.07 110.81 115.41 120.91 

*1 小売託送供給約款の変更詳細は、東京ガスネットワーク社ホームページ「小売託送供給約款の変更認可申請について」(2025 年 2 月

7 日)をご確認ください。 

*2 変更前については、2025 年 11 月～2026 年 1 月の原料価格に基づき算定した調整単位料金、変更後については基準単位料金を

記載しています。政府による「電気・ガス料金負担軽減支援事業補助金」の対象となる場合であっても上記の料金表には含まれておりません。 

 

② 契約手続き簡便化のための変更 

契約更改におけるお客さまのお手続きを簡便化するため、適用条件等を以下の通り変更いたします。 

変更項目 変更内容 

契約期間の廃止 

原則 1 年間としている契約期間を廃止し、期間の定めのない契約（適用開始

日のみ規定）に変更いたします。これにより毎年度の契約更改は不要となりま

す。（適用条件に「1 年以上継続してガスを使用すること」を新たに追加します。） 

契約年間使用量の廃止 契約年間使用量を適用条件から廃止いたします。 

契約月平均使用量の廃止 契約月平均使用量を適用条件から廃止いたします。 

契約最大時間流量の廃止 契約最大時間流量を適用条件から廃止いたします。 

 

③ 精算額の取扱いについての見直し 

託送供給約款との整合性を鑑み、最大時間流量超過時の精算額等の取扱いを変更いたします。 

変更項目 変更内容 

契約最大時間流量超過精算額

の廃止 

お客さまの最大需要期の実績最大時間流量が契約最大時間流量の 105 パーセ

ントをこえた場合、精算額を申し受けておりましたが、契約最大時間流量超過精算

額は廃止いたします。 
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●本お知らせに関するお問い合わせ先                                     

【TEL】0570-011331（ナビダイヤル※） 

※IP 電話等ナビダイヤルをご利用いただけない場合：03-6700-5473 

受付時間 月～金 9:00～18:00（土日祝・年末年始を除く） 

*ナビダイヤルは NTT ドコモビジネス（株）の専用ダイヤルです。電話料金はお客さまのご負担となります。かけ放題の定額通話制度等も適用

対象外（有料）となります。ご契約いただいている通信会社の契約をご確認の上、お掛けいただく番号をお選びください。 

 

 

 

 

            ←変更後の約款はこちら 

年間負荷率未達精算額の廃止 年間負荷率未達精算額は廃止いたします。 

契約中途解約精算額の廃止 契約中途解約精算額は廃止いたします。 

 

④ その他ご契約の見直し 

変更項目 変更内容 

適用する約款体系の変更 「蒸気ボイラーパッケージ契約（東京地区等）」の約款（個別約款）と「ガス基本

約款(2026 年新版)」を合わせて適用いたします。個別約款について、「ガス基本

約款(2026 年新版)」と重複する記載は削除いたします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【ガス小売事業者】 東京ガス株式会社（小売登録番号 A0020）〒105-8527 東京都港区海岸 1-5-20 

変更後の約款を 

当社HPでご確認 

いただけます 


